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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：トリブチルアミン 
CAS 番号：102-82-9 
化審法官報公示整理番号：2-142 
化管法管理番号：292 
RTECS 番号：YA0350000 

分子式：C12H27N 

分子量：185.35 
換算係数：1 ppm = 7.58 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 

（2）物理化学的性状 

本物質はアンモニア臭を有する無色透明の吸湿性液体である 1)。 

融点 -70℃ 2) , 3) , 4)、≦- 90℃ 5) 

沸点 
207℃ (101 kPa) 2)、216～217℃ 6)、 
216℃ (101 kPa) 3)、213℃ 4)、208℃ (101 kPa) 5) 

密度 0.7770 g/cm3 (20℃) 2)、0.78 g/cm3 (20℃) 4) 

蒸気圧 10 Pa (25℃) 2)、40 Pa (20℃) 4)、18 Pa (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 
3.34 (pH 不明、20℃) 5)、 
3.338 (pH=9.35、25℃) 7) 

解離定数（pKa） 10.89 3)、10.89 (共役酸) 5) 

水溶性（水溶解度） 
142 mg/1,000g (25℃) 2)、142 mg/L (25℃) 3)、 
141.8 mg/L (25.04℃) 8)、80 mg/L (20℃) 5)、 
80 mg/L (20°C) (pH=10.0) 7) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

次の pKa 推定結果より、本物質は環境水中で主に構造Ⅰとして存在すると推定された。 

pKa 推定結果（25℃、イオン強度 0）：10.7±0.4（Percepta9)の ACD/pKa GALAS 法） 
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本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（難分解性と判断される物質 10)） 

分解率：BOD 2%（平均値）、GC 11%（平均値） 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）11) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：110×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 12)により推定） 

半減期：0.60 ～ 6.0 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105 分子/cm3 13)と仮定し

推定） 

加水分解性 

加水分解の基を持たないため環境中では加水分解しないと考えられる 14)。 

 

生物濃縮性（高濃縮性ではないと判断される物質 10)） 

生物濃縮係数： 

BCFSS 7.3（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：0.1 mg/L）15)
 

BCF ＜3.2 ～ 47（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：0.01 mg/L）15) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：1,900（KOCWIN 16)により推定） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 製造輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1 に

示す 17)。 
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表 1.1 製造・輸入数量の推移 

年度 2012 2013 2014 2015 2016 

製造・輸入数量(t) a) 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

年度 2017 2018 2019 2020 2021 

製造・輸入数量(t) a) 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、合成原料（界面活性剤、ゴム薬品、染料、医薬品、農薬）、触媒、高分子

化合物改質剤とされている 18)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質（管理番号：292、政

令番号：335）に指定されている。 

本物質は、毒物及び劇物取締法の毒物に指定されている。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをも

とに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の曝露

を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則とし

て最大濃度により評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、2021 年度の届出排

出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2)から集計した排出量等を表 2.1 に

示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（2021 年度）   

 

 

本物質の2021年度における環境中への総排出量は0.01 tとなり、すべて届出排出量であった。

届出排出量のうち 0.008 t が大気、0.002 t が公共用水域（海域）へ排出されるとしており、届出

排出量は大気への排出が多い。この他に下水道への移動量が 0.017 t、廃棄物への移動量が約 98 

t であった。届出排出量の主な排出源は、大気及び公共用水域共に化学工業であった。 

 

本物質の化管法に基づき公表された排出量及び移動量の推移を表 2.2 に示す 1)。 

 
表 2.2 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の推移  

 

 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 8 2 0 0 17 97,930 - - - - 10 - 10

トリブチルアミン

業種等別排出量(割合) 8 2 0 0 17 97,930 0 0 0 0

8 2 0 0 0 86,013 届出 届出外

(98.7%) (100%) (87.8%) 100% -

0 0 0 0 0 17

(1.3%) (0.02%)

0 0 0 0 0 9,400

(9.6%)

0 0 0 0 17 2,500

(100%) (2.6%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

石油製品・石炭製品

製造業

農薬製造業

食料品製造業

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

2021 8 2 0 0 17 97,930 - - - - 10 - 10

2020 8 74 0 0 0 105,041 496 - - - 82 496 578

2019 9 26 0 0 1,100 107,821 417 - - - 35 417 452

2018 6 4 0 0 1,174 133,399 59 - - - 10 59 69

2017 14 3 0 0 130 134,087 397 - - - 17 397 414

2016 3,706 24 0 0 880 168,457 86 - - - 3,730 86 3,816

2015 1,229 12 0 0 190 153,260 59 - - - 1,241 59 1,300

2014 40 35 0 0 130 118,833 77 - - - 75 77 152

2013 25 4 0 0 170 131,206 1,444 - - - 29 1,444 1,473

2012 22 4 0 0 3,200 96,125 948 - - - 25 948 973

年度

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年)
届出

排出量

届出外

排出量
合計
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（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル 3)を用いて予測した。予測の

対象地域は、2021 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった千葉県（大気への排出量

0.006 t）、公共用水域への排出量が最大であった広島県（大気への排出量 0.002 t、公共用水域へ

の排出量 0.002 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 

表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

千葉県 千葉県 広島県 

大 気 5.0 5.0 3.1 

水 域 94.3 94.3 96.7 

土 壌 0.0 0.0 0.0 

底 質 0.6 0.6 0.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表2.4.1、表2.4.2

に示す。 
 

表 2.4.1 各媒体中の存在状況（国による調査結果） 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値 

最小値 最大値 a) 
検出 
下限値 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

             

公共用水域・淡水 µg/L 

<3 <3 <3 <3 3 0/3 

川崎市、

新潟県、

大阪府 

1986 4) 

           

公共用水域・海水 µg/L <3 <3 <3 <3 3 0/7 全国 1986 4) 

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g 

<0.08 <0.08 <0.08 <0.08 0.08 0/3 
川崎市、

新潟県、

大阪府 
1986 4) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 0.08 0/6 全国 1986 4) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

           

貝類(公共用水域・淡水) µg/g          
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値 

最小値 最大値 a) 
検出 
下限値 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

貝類(公共用水域・海水) µg/g          

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の下線を付した数字は、参考値として曝露の推定に用いた値を示す。 
   

表 2.4.2 各媒体中の存在状況（国以外の調査結果） 

媒 体 
幾何 

平均値 
算術 
平均値 

最小値 最大値 
検出 
下限値 

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

             

公共用水域・淡水 µg/L          

           

公共用水域・海水 µg/L          

           

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

           

底質(公共用水域・海水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

           

貝類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

貝類(公共用水域・海水) µg/g          

           

 

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。水

質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水域、

海水域ともにデータは得られなかった。なお、過去 10 年以内のデータではないが、公共用水域

の淡水域は、最大で概ね 3 μg/L 未満、同海水域は、最大で 3 μg/L 未満程度となった。 

化管法に基づく 2021 年度の公共用水域・淡水への届出排出量はなかったが、下水道への移動

量の届出があったため、下水道への移動量から推計した公共用水域aの排出量を全国河道構造デ

ータベース 5)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.00083 

µg/L となった。化管法に基づく排出量と下水道への移動量は年度により変動しているため、安

全側に立った評価を行う観点から近年で下水道への移動量が多い 2019 年度のデータを用いて

同様に河川中濃度を推定すると、最大で 7.3 µg/L となった。なお、2018 年度の下水道への移動

量から同様に河川中濃度を推定した場合でも最大値は 2019 年度と同じ 7.3 µg/L であった。 

 
  

 
a：公共用水域への排出量は、下水道への移動量から公共用水域への移行率を考慮して算出した。公共用水域への 
移行率は、本物質の化管法届出外排出量の推計で用いられている値 (41%) 6)をそのまま採用した。 
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表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 

 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが概ね 3 µg/L 未

満(1986)] 

 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが概ね 3 µg/L 未

満(1986)] 

海 水 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 3µg/L未満程度

(1986)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 3µg/L未満程度

(1986)] 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 淡水は、河川河口域を含む。 
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3．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類等、甲殻類等、魚類

及びその他の生物）ごとに整理すると、表 3.1 のとおりとなった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント 

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.  

藻類等  ○ 1,400*2 Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC10   
GRO (AUG) 

3 E C 3) 

  ○ 1,500*1 Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC10   
GRO (AUG) 

3 E C 3) 

  ○ 1,650 
Raphidocelis 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 

3 A A 2)-1 

 ○  3,600*1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50    
GRO (AUG) 

3 E C 3) 

 ○  8,200*2 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50    
GRO (AUG) 

3 E C 3) 

 ○  10,100  Raphidocelis 
subcapitata 

緑藻類 
EC50    
GRO (RATE) 

3 A A 2)-1 

甲殻類

等 
○  8,000*1 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 

2)-2 

3) 

 ○  18,000*1 Daphnia sp. ミジンコ属 EC50   IMM 1 E C 3) 

魚 類   >10,000*1 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ 
LC50 MOR 28 B ― 

2)-3 

3) 

 ○  16,300*1 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 4 B B 
2)-2023061 

3) 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない、 
―：採用の可能性は判断しない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 
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毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth Curve)：生長曲線下の面積より求める方法（面積法） 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

*1 pH は未調整 

*2 pH を中性付近に調整 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類等 

OECD テストガイドライン No.201 (2011) 及び欧州 EU の試験方法 (EU Method C.3, 2016) に

準拠して、緑藻類 Raphidocelis subcapitata の生長阻害試験が、GLP 試験として実施された 2)-1。

設定試験濃度は、0（対照区）、0.158、0.500、1.58、5.00、15.8、50.0 mg/L（公比 3.16）であり、

試験培地の硬度は約 240 mg/L (CaCO3換算) であった。被験物質の実測濃度（対照区を除く）は、

0.154、0.511、1.65、5.05、15.1、43.2 mg/L であり、試験開始時は設定濃度の 88～120%、72 時間

後には設定濃度の 79～100%であった。生長阻害に関する速度法による 72 時間半数影響濃度 

(EC50) は、実測濃度に基づき 10,100 µg/L であった。また、生長阻害に関する速度法による 72

時間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づき 1,650 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類等 

 OECD テストガイドライン No.202、国際標準機構の試験方法 (ISO 6341)、米国 EPA の試験

方法 (EPA OTS 797.1300, 1992)、欧州 EU の試験方法 (EU Method C.2) に準拠して、オオミジン

コ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験が、GLP 試験として実施された 2)-2。試験は半止水式（24

時間後換水、密閉容器使用）で実施され、設定試験濃度は 0（対照区）、5.00、10.0、20.0、40.0、

80.0、160、320 mg/L（公比 2）であった。試験培地の硬度は 250 mg/L (CaCO3換算) であった。

被験物質の実測濃度は、0.009（対照区）、― 、1.27、―、3.52、―、20.0、― mg/L であった

（－は不明）。遊泳阻害に関する 48 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき 8,000 µg/L

であった 3)。 

 

3） 魚 類 

日本工業規格の試験方法 (JIS K0102-1998 の 71.) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急性毒性

試験が、GLP 試験として実施された 1)-2023061。試験は半止水式（8～16 時間毎に換水）で行われ

た。試験溶液調製には、助剤として界面活性作用のある硬化ヒマシ油 (HCO-40) が用いられた。

96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 16,300 µg/L であった 3)。 

 

（2）定量的構造活性相関 (QSAR) 等による検討 

環境リスク初期評価において、予測無影響濃度 (PNEC) の導出は、原則として生態毒性に関

する試験によって得られた実験値を用いることとしており、定量的構造活性相関 (QSAR) によ

る予測やリードアクロス（類推）の活用については、当面専門家判断に基づく総合的な判定の
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根拠の 1 つとしている。 

本物質について、採用可能とされた実験値は、3 生物群（藻類等、甲殻類等、魚類）の急性毒

性値及び藻類等の慢性毒性値であり、甲殻類等及び魚類の慢性毒性値は得られていない。本物

質のようなアミン類では、甲殻類の急性毒性よりも慢性毒性に特に強い影響を示す場合がある

という専門家の意見を踏まえ、甲殻類の慢性毒性について QSAR による予測 4), 5)や類推を検討

した。 

本物質の QSAR 予測値については、決定係数 (R2) が 0.7 以上、毒性試験データ数 (n) が 5 以

上、leave-one-out による内部バリデーション指標 (Q2) が 0.5 以上 (KATE のみ)（以下、指標と

いう。）を満たす QSAR 式による QSAR 予測値のうち、log Kow と化学物質の部分構造について

判定し、適用できるとしたもの（適用領域内）を参考にすることとした。 

 

1）甲殻類の慢性毒性 

甲殻類の慢性毒性について、指標を満たした QSAR 式から適用領域内の予測値として、15 µg/L、 

47 μg/L 及び 120 µg/L が得られた（表 3.2）。各 QSAR クラスに含まれる参照物質と本物質の化

学構造的な類似性を確認し、本初期評価に用いるための妥当性を検証した結果、15 µg/L 及び 120 

µg/L ではなく、47 µg/L が採用された（第 2 編「トリブチルアミン」参照）。 

 

表 3.2 QSAR を用いた甲殻類慢性毒性予測結果の概要 

(KOWWIN v1.69 による推定値 log Kow=4.46 を用いた予測） 

QSAR 
予測値 
[µg/L] 

エンドポイント QSAR モデル QSAR クラス 
Max log Kow 

[log Kow Range] 
R2 n Q2 

15 ChV ECOSAR 2.2 Aliphatic Amines 8.0 [ 4.2, 5.6 ] 0.80 5 ― 

47 NOEC KATE2020 v4 
CNO_X amine sec,tert 

unreactive w/  
N-Oxide,Nitroso 

[ -0.80, 4.67 ] 0.81 15 0.74 

120 ChV ECOSAR 2.2 Neutral Organics 8.0 [ -0.15, 7.7 ] 0.87 26 ― 

QSAR 予測値 

予測値を算出する定量的構造活性相関 (QSAR) プログラムとして、ECOSAR 2.2、KATE 2020 ver.4.1 が用いられた。 

log Kow 値や部分構造が適用範囲外の場合、QSAR 式の R2が 0.7 未満の場合、n が 5 未満の場合、KATE 2020 において Q2が

0.5 未満の場合、それらの予測値は掲載していない。 

本初期評価に用いるのに妥当性が高いとして採用された QSAR 予測値には、太字下線を付した。 

エンドポイント 

ChV (Chronic Value)：NOEC と LOEC の幾何平均値、LOEC (Lowest Observed Effect Concentration): 最小影響濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

log Kow 

  Max log Kow：ECOSAR において各 QSAR 式に定められる log Kow の値。これを超過する場合、一般的に「飽和状態で影響な

し」と考えられる。 

  [log Kow Range]：QSAR を構築する参照物質の log Kow の最大値と最小値 

統計値 

R2：QSAR 式の決定係数 

n：毒性試験データ数、（ ）内は Support Chemicals (log Kow 推定値>6.0 の化学物質、不等号付き、外れ値) のデータ数 

Q2：Leave-one-out による内部バリデーション指標 (KATE のみ) 
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（3）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

生態毒性試験により得られた毒性値のうち、急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上

記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセスメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を

求めた。 
 

急性毒性値 

藻類等 Raphidocelis subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 10,100 µg/L 

甲殻類等 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 8,000 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 16,300 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類等、甲殻類等、魚類）について信頼できる知見が得

られたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類等の 8,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除

することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 80 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻類等 Raphidocelis subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 1,650 µg/L 

アセスメント係数：100［1 生物群（藻類等）の信頼できる知見が得られたため］ 

得られた毒性値（藻類等の 1,650 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒

性値に基づく PNEC 値 16 µg/L が得られた。 

本物質の PNEC としては、藻類等の慢性毒性値から得られた 16 µg/L を採用する。 

 

（4）生態リスクの初期評価結果 

【PEC/PNEC 比による生態リスクの判定】 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、生態

リスクの判定はできなかった。 
 

表 3.3 生態リスクの判定結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが 
概ね 3 µg/L 未満(1986)] 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが 
概ね 3 µg/L 未満(1986)] 

16 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

3 µg/L 未満程度(1986)] 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

3 µg/L 未満程度(1986)] 

― 

注：1) 水質中濃度の ( ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
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【総合的な判定】 

過去（10 年以上前）のデータではあるが、公共用水域・淡水で概ね 3 µg/L 未満、海水では 3 

µg/L 未満程度の報告があった。これらの濃度と予測無影響濃度 (PNEC) の比は 0.2 未満であっ

た。 

また、化管法に基づく排出量と下水道への移動量は年度により変動しているため、安全側に

立った評価を行う観点から 2019 年度の下水道への移動量から推計した公共用水域の排出量を、

全国河道構造データベースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、

最大で 7.3 µg/L となった。この値と PNEC の比は 0.5 であった。 

さらに、本物質のようなアミン類は甲殻類の急性毒性よりも慢性毒性に特に強い影響を示す

場合があるという専門家の意見を踏まえ、甲殻類の慢性毒性について QSAR 等による検討を行

った結果、QSAR 予測値 47 µg/L が得られた。この値に基づく PNEC の参考値は 0.47 µg/L とな

る。PNEC の参考値に対する過去（10 年以上前）の公共用水域の水質濃度（淡水が概ね 3 µg/L

未満、海水では 3 µg/L 未満程度）の比は 6 未満であった。 

以上より、総合的な判定としては、情報収集に努める必要があると考えられる。 

本物質については、環境中濃度の把握及び甲殻類等の慢性毒性値の収集に努める必要がある

と考えられる。 

 

 

 
 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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